社会Ⅱ

1. 現代公共哲学の「人間—社会」観と公共性論：公私二元論を超えて

public　①全ての人々に関わる　②公開の　③政府の(=official)
公共　public-common

ハナ・アーレント

『人間の条件』(1958)

公共性　①全ての人々に開かれている現象

　　　　　　②我々が共有する世界

私有財産の発達した近代では公共性が見失われるようになった

社会的なるもの（公共でも私的でもない領域）

人間の行動の３類型　　①labor（労働）

②work（趣味的作品）

③action（活動的コミュニケーション）

公共性は、水平的な人々の活動によってつくられる（所与のものではない）

我々…共通性と実質性をもつ

Ｊ・ハーバーマス

『公共性の構造転換』(1962)
　　18Cヨーロッパ　　　　　　　　　　　　　19C

　　　私的市民 vs. 絶対王朝　　　　　　　　　　全体主義…市民的公共性が見失われる

　　　　→市民的公共性(カフェで発達)

　　　　　討議による合意形成
cf.三谷太一郎　日本における市民的公共性…公議・公論(幕末～自由民権運動)

ウォルター・リップマン

『世論』(1972)

　　第一次世界大戦の経験から世論はあてにならないと結論づける

　　メディアによる擬似環境の創出→人間は簡単に影響されてしまう

　　“ステレオタイプ”という概念を提示

『The Public Philosophy』(1955)
　　公共哲学という語をはじめて用いる

　　私有財産を野放しにしておくのではなく、ある程度の管理が必要

　　civility　公共性、市民性

　　言論の自由は真実追求の手段であって目的ではない
日本における「公共性」

滅私奉公

滅公奉私　私語、私物化、汚職etc.

活私開公…私ひとりひとりを活かしながら、人々の公共性を開花させ、政府の公を開いていく

cf. 個人の権利と公共の福祉の問題
個人の権利と公共の福祉を対立するものととらえず、両立させていく

2. 古典的公共哲学の意義と諸問題：アリストテレスと社会契約論
アリストテレス『ニコマコス倫理学』『政治学』

　　人間…自然本性的に政治共同体的動物(ゾーン・ポリティコン)である
　　　　　言語、コミュニケーションによって社会が成り立つ←社会契約論との相違点

　　人間にとっての最高善…幸福(エウダイモニア)

　　　　　　　　　　　　　 ＝徳に即しての自己実現　徳…卓越した能力(アレテー)

　　政治体制は自己実現を助ける手段

　　　　よき政治体制…社会の中で人々が幸福を感じることができ、自己実現をとげることができるもの

　　　　　　            六政体論

　　　　　　            ○王政　　　　　×僭主政
　　　　　　            ○貴族政　　　　×寡頭政

　　　　　　            ○国政(共和制)　 ×衆愚政(民主政)

　　正義 「等しきものには等しきものを、違ったものには違ったものを」

 　　　 広義…徳一般

　　　  狭義　分配的正義…その人の貢献度に応じて報酬が与えられるもの

　　　　　　  匡正的正義…対等な関係が不当に侵害されたとき、それを正すもの

　　友愛(ピリア)≒信頼関係　相手の幸福を願い、それが相手に伝わるようなもの

　　　　安定した社会←中間層の厚さが重要

　　　　　　　　　　　格差社会では信頼関係が形成されない

　　共和主義(リパブリカニズム)

　　　　市民の政治への参加

　　　　市民的徳性(civic virtue)が求められる

　　　　　→善き共同体(コイノニア)

　　アリストテレスの経済観

　　　　自給自足的社会→社会の中に経済がうめこまれている　市場経済はまだない

　　　　貨幣…交換手段　×富の手段

社会契約論(ホッブズ、ロック、ルソー)
　　人間は自然状態において非社会的動物である→相互契約により政治社会形成

ホッブズ

「万人の万人に対する闘い」相互不信

共倒れを防ぐため相互契約で公権力(リバイアサン)をつくる

ロック『統治二論』

　　個人…教育と環境の産物

　　property(所有権)←不可侵　　自由、生命、財産の不可侵

　　労働によって得られた財産の不可侵

　　　　ピューリタン(カルヴァン派)的発想

独立以前のアメリカを念頭におく(開拓)

　　　　王権支持者(貴族主義者)と対立　　労働によらずに得た財産に反対

　　相互契約→共同社会、政治社会

　　　　　　　　　　　↓信託

　　　　　　　　　　統治形態

　　財産権の重視

　　　　privateのためのpublic　　私的個人の共存のための公共性

ルソー『社会契約論』『人間不平等起源論』

　　昔、人々は自然状態で上手く調和。しかし、政治社会を形成するには、自然状態に回帰できない

　　人々の合意としての一般意志
　　　　　　　　　　　　→常に公益を目指す人々の意志

　　立法が最も重要　　三権分立を否定

　　人々(people)　　市民(cityen)　市民的徳性←利害関係を調整する

　　　　　　　 　　 臣民(sujet)

　　市民的宗教　市民に義務感を抱かせるための宗教

　　　　　　　　一般意志を支える

　　　　　　　　受け入れなければ社会から追放

　　　　　　　　後にロベスピエールなどに悪用される

　　しかし、これらが実現できるのは人口1000人まで

3. 古典的公共哲学の意義と諸問題：アダム・スミス、カント、フィヒテ、ヘーゲルなど

アダム・スミス『道徳感情論』(1757-90)『国富論』(1776)

　　スコットランド啓蒙←イギリスに対抗

　　人間の利己的活動を肯定　神は人間が幸福になるように利己心を与えた

　　　　　　　　　　　　　　これを肯定しないキリスト教は偽善

　　　　ただし公平な観察者の共感(sympathy of impartial spectator)が必要

　　『国富論』　「国家の富」ではなく「国民の富」

　　　　富　×財宝

　　　　　　○人々の生活の必需品と便益品

　　　　分業を肯定

　　　　私益が公益を生む→国家(政府)の仕事は司法、軍備、一部の公共事業

　　　　　　　　　　　　　　レッセ・フェール　自然的秩序にまかせる

　　　　　　私益のためだけの投資は無駄

　　　　経済社会が同時に公共社会となる　格差社会を認めない

カント『永遠平和のために』(1795)

　　世界市民体制、国連の構想←国際的公共社会

　　『永遠平和のために』

　　　　国内法　　国家主権をもとにする
　　　　国際法

　　　　世界市民体制(世界市民権)　×世界政府
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平和を目指す諸国家の連合

　　　　　　人々が世界中どこへ行っても世界市民として歓待(hospitality)される権利

             　→戦時中には達成されえない平和の表れ

　　　　常備軍は時とともに全廃(自衛のためならOK)

        植民地支配を批判

　　　　商業を肯定←公共のルールを守れば、平和に貢献

　　近年のグローバル化の中で、目指すべき理想として見直されている

フィヒテ

　　ナポレオンが各地に侵略→「ドイツ国民に告ぐ」

ドイツ国民が一体となってフランスに対抗すべき

　　「世界市民」という言葉がリアリティを持ち得なかった

　　封鎖的経済、封鎖的商業国家を唱える

　　　　抵抗のナショナリズムvs. 帝国主義、植民地主義

　　　　　→近代ナショナリズムの起源
ヘーゲル

　　国民と世界の関係に着目

　　福祉国家について論じる

　　フランス革命　　２つの革命後の新しいヨーロッパが問題意識

産業革命

　　『法の哲学』(1821)

　　　　「哲学とは思想において捉えられたその時代である」

　　　　　　時代を新しい概念で捉え、言葉の力で表現するのが「哲学」

　　　　フランス革命、産業革命→不可逆的

　　　　　　フランス革命は、人権宣言の一方でジャコバンの独裁を許した

　　　　　　自由を空虚な言葉ではなく、制度の中で考えるべき

　　　　公共社会

　　　　　　抽象的法…刑法、民法など
　　　　　　内面的自由…意識、人間の自由意志
　　　　　　人倫…制度化された自由
　　　　　　　家族→市民社会→立憲国家

　　　　　　　市民(ブルジョア)社会

　　　　　　　　　欲求(ニーズの体系)…弱肉強食、優勝劣敗→自由がなくなる

　　　　　　　　　司法、福祉行政(ポリツァイ)、職業団体→セーフティネット

　　　　　　　立憲国家

　　　　　　　　　官僚…優秀かつ公正無私

　　　　　　　　　議会…利害調整機関

　　　　　　　　　君主…立憲君主「君臨すれども統治せず」

　　　　世論…誤謬が多く、あてにすべきではない(無視はできないが)

　　　　官僚主導のトップダウン式　エリート主義的

　　マルクスによる批判、ローレンツ・フォンシュタインによる継承

　　ヘーゲル後

　　　　ビスマルクによるワイマール体制　社会国家(福祉国家)

　　　　イギリスにおける模倣…ウェッブ夫妻、労働党、ベヴァリッジ報告(1942)

4. 日本の近現代史の公共哲学的考察
：自由民権運動、福沢諭吉、田中正造、大正デモクラシー
江戸時代
伊藤仁斎…儒教的公共

本居宣長…天皇主義的公共

幕末

　　横井小楠…朱子学的公共

　　　　　　　　天地公共の実理

　　　　　　　　天地公共の天理

　　　　　　　　　天地公共⇔割拠見…私利私欲にとらわれたセクショナリズム

　　　　　　　　公論…政治は人々の議論を通じて→由利公正　五箇条の誓文

　　　　　　　　民富…経済は人々を富ませるために

明治時代

自由民権運動

　　植木枝盛　私擬憲法

　　中江兆民　君民共治　　ルソーの影響

　　　　　　　　　　　　　ルソーと孟子…内面の自由

　　　　　　　『三酔人経倫問答』(1887)　理想主義者、膨張主義者、穏健派が対外関係について議論
明治憲法(1889)

教育勅語(1890)

福沢諭吉『学問のすすめ』(1874)『文明論之概略』(1875)

　　“日本にはただ政府ありて、未だ国民あらず”
　　　　国民は教育によって自らを磨かなくてはならない

　　　　政府やお上の言いなりではなく、国民ひとりひとりが形成する公共社会

　　一身独立、一国独立…ひとりひとりの独立が国家の独立につながる

　　韓国の開化運動　金玉均に資金援助→失敗→脱亜論(1885)
    脱亜入欧　当時のヨーロッパ…主権国家のぶつかり合い

　　　　　　　　　　　　　　　　帝国主義、植民地主義

　　　　　　　現代ヨーロッパが否定するマイナス面に加担

辛亥革命(1911)　抵抗のナショナリズム

　　　　　　　　民族主義　五族協和

田中正造(1841-1913)　地方自治の論理を唱える

　　足尾銅山鉱毒事件

　　議会に訴えるも効果がなかったため、天皇に直訴

　　　→私利私欲にはしる　　　　　　　　→利害関係の上に立つ存在

　　警察に取り押さえられるが、マスコミに大々的に取り上げられ、全国から義援金

　　公共協力相愛
　　　　江戸時代にあったよき自治の伝統(=公共協力相愛の生活)が近代化(=お上からの工業化)によって壊されている

　　　　国家、近代の産業主義に回収されえないような地方の自治が必要

大正デモクラシー

吉野作造(1878-1933)←ヘーゲルの影響

　　民本主義　人々の意見に基づいて為政者が政治を行う(間接民主主義)

　　大正デモクラシーを自由民権運動の延長ととらえる

　　朝鮮半島について…同化政策に反対

　　　　　　　　　　　朝鮮の人々の文化を尊重し、朝鮮の人々の心をつかむような統治にのみ正統性あり

福田徳三

　　経済と社会政策に焦点をあてた公共哲学

　　生存権のための社会政策

東アジアとの関係

宮崎とう天(1871-1922)『三十三年の夢』　アジアとの連帯

5. 日本の近現代史の公共哲学的考察：昭和前期、戦後民主主義、そして現在

1931-1945

　　1931 満州事変

　　1935 国体明徴問題

　　　　　　美濃部達吉　天皇機関説

　　1937 国体の本義

　　　　　　日本の独自性…滅私奉公、職域奉公

和辻哲郎『倫理学』(1934-49)『風土』　公共性、国民道徳

　　人間＝間柄的存在

　　「公共性(=全ての人々が参加する、排除しない)」という言葉で倫理学を論ずる

　　個人の位置づけがあいまい

　　反カント　世界市民という言葉はリアリティなし

　　　　　　　常に全体主義になる危険性をはらんでいる

戦後日本

　　戦後デモクラシー　アメリカの押し付けが全てというわけではない

　　　　　　　　　　　自由民権運動、大正デモクラシーという下地があった

南原繁

　　民主主義的愛国主義者

　　フィヒテ、カントの影響

　　道義国家としての日本

　　　　昭和天皇は戦争の責任を取ってやめるべき(ただし天皇制廃止論者ではない)

　　　　GHQの憲法は国民投票にかけるべき

　　　　9条2項を疑問視　軽武装中立にすべき

　　個人と民族(文化共同体)の独立

　　　　全面講和論によるアメリカ、ソビエトからの独立を主張

　　　　曲学阿世であると吉田首相から批判される

　　教育基本法の父

丸山眞男　日本政治思想史

　　日本におけるナショナリズムの歪み

　　　　福沢諭吉の健全なナショナリズム→水戸学派の国粋主義的ナショナリズム
　　ラジカルな民主主義とラジカルな精神的貴族主義の結合が必要
　　個人主義　　原子化、私化

　　　　　　　　自立化、民主化

　　諸学問のあり方　タコツボ型…学問同士の関連が不明

　　　　　　　　　　ササラ型…根が一つ

どの学問も互いにつながっている

竹内好　中国研究

　　魯迅の影響

　　中国を理想化

6. 公共世界を構成する諸規範：コミュニケーション、正義、人権など
1950年代…WASP(白人、アングロサクソン、プロテスタント)の支配

1960年代　1968年5月 フランス五月革命
1970年代…アメリカの変容　白人支配が崩れ始める

　　　　　　　黒人公民権運動

　　　　　　　ベトナム戦争←大義なき戦争　抵抗のナショナリズムにアメリカが敗北

　　　　　 政治学の無力に対する批判

　　　　　 　 行動主義への反発　保守的、現実への働きかけを欠く

　　　　　 1971　J. Rawls”A Theory of Justice”
　　　　　　　「正義とは何か」についてアカデミックな議論

　　　　　　　 政治哲学の復活　規範的政治理論

公共的世界…ある種の価値観(正義、公正etc)をもとにつくられる
　　　　　　恣意的ではない

公共的コミュニケーション…濃い人間関係

　　cf. ハナ・アーレント　古代ギリシアの例

　　　 ハーバーマス　18Cの有産階級の例

　　　　　　　　　　 現代…行政権力と貨幣経済による生活世界の植民地化

　　　　　　　　　　　　　　→公共世界が失われる

　　　　　　　　　　 人々のコミュニケーション的行為、討議的理性に基づく合意形成

　　　 アダム・スミス　共感(sympathy, compassion)

　　　　　　　　　　　 第三者の共感に基づく合意

　　　 　　　　　　　　ショーペンハウアーの共苦、孟子の憐み
　　　 公憤(⇔私憤)
　　　　anger of a public citizen

異質なもの同士の相互承認

　　違いを違いとして受け容れる←合意する必要はない

　　個性を認める、宗教を認め合う

　　多文化の共存、共生　多文化的公共社会

　　　　チャールズ・テイラー　多文化間の承認

　　　　　　　　　　　　　　　対話による相互理解

　　　　和して同ぜず(論語)　異なる意見を認めるが、安易に同調しない

公共的価値理念　政策の問題と結びつける

　　正義(公正)　social justice

　　　　正義とは強者の利益にすぎない—byトラシュマコス

　　1970年代～ 正義論の復活

　　J. Rawls “A Theory of Justice” (1971)

　　　　功利主義的正義論へのcounterview(対抗ヴィジョンの提示)

　　　　功利主義…個人の自由の侵害への歯止めがない

　　　　1. 各個人が最大限に平等な自由(政治的自由、言論の自由、良心と思想の自由、心理的圧迫と肉体的暴行からの自由etc.)をもつことの保障

　　　　2. (a)機会均等の権利

　　　　　(b)社会的、経済的不平等の是正　分配的正義

　　Nozick(ノージック)『アナーキー、国家、ユートピア』(1974)

　　　　リバタリアニズム(自由絶対尊重主義)

　　　　２(b)を認めない　最小国家(小さな政府)

コミュニタリアニズム　中程度～小さな政府

　　M. ウォルツァー…コミュニティーのなかの社会的善、社会的財、共通善

　　A. マッキンタイア…市民的徳　←アリストテレス、トマス・アクィナスと似ている

　　A. エッチオーニ…責任

　　M. サンデル…負荷性をおびた自己

　　　　　　　　　　　Rawlsの「自己」は抽象的過ぎる

　　　　　　　　　　　実際に政治にコミットする自己は様々な負荷を負う

　　2001.9.11以降　ウォルツァー、エッチオーニ→アフガン空爆支持

　　　　コミュニタリアニズムは結局アメリカのコミュニティーしか考えていない

J. Rawls “Law of the Peoples” (1999)　万民の法

　　正義論は先進国のもので、後進国に押し付けるべきではない　文化帝国主義の否定

　　リベラルな社会と非リベラルだがまっとうな社会の共存　ならず者国家は国連の介入

　　所得再分配は国際的には無理→やろうとすると戦争になる

7. 公共世界を構成する諸規範：福祉、平和、地球的公共財＝善(global public goods)など
福祉(well being)
　　fundamental human rights　日本国憲法11条～29条

　　　　自由権、平等権、社会権(25条～29条)

　　福祉国家

　　　　ドイツの社会国家がはじまり　ビスマルクによる恩情的な福祉
　　　　1942 ベヴァリッジ報告(英)

　　warfare vs. welfare state

　　　　　　　　　→workfare(ブレア)　　work sharing(オランダ)

　　サッチャリズム…競争原理が働かなくなったため、民営化、減税、保険の縮小

　　　　　　　　　　→イギリス経済はもちなおすも、医療と教育はダメージ

　　　　vs. ケインズ、ベヴァリッジ体制

　　　　第三の道　ブレア、ギデンズ

　　　　　　negative welfare(ベヴァリッジ)…失業、疾病などマイナス面を是正する福祉

　　　　　　　　　↓

　　　　　　positive welfare(ギデンズ)…自立、心身の健康など生きがいをつくる福祉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　効率と公正の両立　ex.ニーズにあった雇用対策
　　アマルティア・セン

　　　　capabilities…ケイパビリティーズ、潜在能力　人間が自己実現していく潜在能力

　　　　　　　　　　 well-being←capabilitiesが十分発揮されている状態

　　　　functionings…機能、働き

　　　　　　　　　　　人間は不平等だから、機械の平等を実現するための政策が必要

　　　　所得、効用だけを考えるのではダメ→個人の状態、質も考える

　　　　貧困…ケイパビリティーの剥奪

　　　　人間の安全保障(セン、緒方貞子)…国家本位でない安全保障

病気、災害からの自由
　　UNEP　国連開発計画

　　　　経済だけでなく、人間の自由や自己実現を目指した開発

　　　　経済開発はあくまで手段　自由や自己実現と結びつかない開発や開発独裁を拒否

平和　　消極的平和…戦争がないこと　←ホッブズの想定した「平和」

　　　　積極的平和…戦争を引き起こすような構造的暴力(貧富の差、差別)の排除

　　　　　　　　　　　←スピノザ“平和とは努力と協同に基づく人々の力である”

　　ユネスコ(UNESCO)憲章の序文

　　　　戦争は人の心から生まれるものであるから、人の心に平和の砦を築かなくてはならない

　　　　→平和とは外的なものであると同時に内面の問題(哲学の問題)でもある

　　日本国憲法前文　9条だけだと一国平和主義

　　　　　　　　　　日本のみならず、世界の平和を希求する

　　和を以って尊しとなす　WA(和) vs. WAR(戦争)

　　　　　　　　　　　　　和…和らぐ、和やかetc.　和して同ぜず

　　和解(reconciliation)　憎しみあっていたものたちがどのようにしてわかりあうのか

　　　　　　　　　　　　被害者からの歩みより

　　　　　　　　　　　　restorative justice　関係修復的正義

　　　　　　　　　　　　ex. 南アにおけるアパルトヘイト

　　公共的記憶(public memory)　政府の公式見解ではなく、人々が共有しうる記憶

　　　　　　　　　　　　　　　　cf. 靖国問題

　　public future　公共的未来に対する責任

　　

　　カント『永遠平和のために』(1795)

　　　　冷戦体制下では単なる理想主義ととられたが、冷戦対戦崩壊後、とりわけEU成立後には現実的な問題となる

　　　　　国民法

　　　　　国際法

　　　　　世界市民体制(権)

　　　　世界政府ではなく、平和を目指す諸国家連邦

Global Public Goods 地球的公共財(善)　　　　　　　　Global Public Bads

　　自然の共有財　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オゾン層破壊

　　人権等の規範　　　　　　　　　　　　　　　　　　　差別

　　平和構築、健康、金融の安定などの政策の所産　　　　金融危機

有道の国








